
■特集　確定申告 ２～５Ｐ
■市長選挙および市議会議員増員選挙 ６Ｐ
■まちづくり、屋外広告物 ７Ｐ
■肝機能障害による身障手帳交付受付開始 ８Ｐ
■人権ってなあに、国民年金 ９Ｐ
■まちの話題 10Ｐ・11Ｐ
■０次健診、献血 12Ｐ
■お元気ですか（雪眼炎） 13Ｐ
■多文化共生、 ビバブラジル、青年国際交流 14Ｐ
■産業別最低賃金、地産地消 15Ｐ
■文スポちゃんねる、交通災害共済 16Ｐ
■情報誌「生涯学習へのおさそい」 17Ｐ
■インフォメーション 18Ｐ・19Ｐ
■裏表紙　大通寺あせび展 20Ｐ

平成22年２月号

ただいま最盛期！
～余呉湖のワカサギ釣り～
写真は、湖北における冬の風物詩のひとつ

であり、毎年２万人以上の釣り人で賑わう余
呉湖のワカサギ釣りの様子です。
取材に訪れた１月５日も、県内外から多く

の親子連れや釣り愛好家らが訪れ、昨年リニ
ューアルされたばかりの桟橋から、たくさん
のワカサギを釣り上げていました。
ワカサギは、２月頃になると卵をもち、油

がのって天ぷらにすると
とてもおいしいそうです。
このワカサギ釣りは、

３月末日まで楽しむこと
ができます。

■問余呉湖漁業協同組合
（7m３０３３）

今 月 の 表 紙
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特 集

所
得
税
と
市
県
民
税
の

申
告
は
お
早
め
に

受
付
は
、
２
月
16
日
（
火
）
〜
３
月
15
日
（
月
）

平
成
21
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
と
、
平
成
22
年
度
の
市
県
民
税
の
申
告
受
付
の
時
期
に

な
り
ま
し
た
。

申
告
期
限
（
３
月
15
日
）
が
近
づ
く
と
、
会
場
が
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
申
告
は
早
め
に

済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

市
で
は
、
２
月
21
日
（
日
）、
２
月
28
日
（
日
）
に
市
役
所
東
別
館
で
休
日
相
談
を
実
施
し

ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
ど
の
申
告
相
談
会
場
で
も
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
が

あ
る
人
で
、
平
成
21
年
中
の
所
得

の
合
計
が
各
種
控
除
の
合
計
額
よ

り
も
多
い
人
。

▼
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
人
で
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
。

①
給
与
以
外
の
所
得
（
退
職
所
得

を
除
く
）
が
、
20
万
円
を
超
え

る
人
。

②
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け

て
い
る
人
。

③
平
成
21
年
中
の
給
与
収
入
が
、

２
千
万
円
を
超
え
る
人
。

▼
平
成
22
年
１
月
１
日
に
市
内
に
居

住
し
平
成
21
年
中
に
所
得
が
あ
っ

た
人
。

▼
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

人
は
、
収
入
が
無
く
て
も
申
告
が

必
要
で
す
。

＊
遺
族
年
金
や
障
害
者
年
金
等
の
非

課
税
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
人

も
申
告
が
必
要
で
す
。

▼
平
成
21
年
12
月
31
日
現
在
で
、
し

ょ
う
が
い
者
の
認
定
を
受
け
て
い

る
人
。

▼
平
成
21
年
12
月
31
日
現
在
で
、
夫

と
死
別
後
再
婚
し
て
い
な
い
女
性

で
合
計
所
得
金
額
が
５
０
０
万
円

以
下
の
寡
婦
、
ま
た
は
寡
夫
に
該

当
す
る
人
。

申
告
相
談
会
場
お
よ
び
申
告
受

付
・
相
談
日
時
は
下
記
表
１
の
と
お

り
で
す
。

【
相
談
内
容
】

○
市
民
税
の
申
告
受
付

○
所
得
税
の
確
定
申
告

※
医
療
費
控
除
や
途
中
退
職
な
ど
の

還
付
申
告
、
公
的
年
金
等
に
関
す

る
申
告

＊
市
税
務
課
（
別
館
１
階
）
お
よ
び

各
支
所
福
祉
生
活
課
で
は
確
定
申

告
等
の
相
談
は
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

下
記
の
表
２
の
と
お
り
休
日
も
申

告
を
受
付
し
ま
す
。

市
役
所
東
別
館
で
は
、
次
の
３
日

間
、
申
告
の
受
付
時
間
を
18
時
30
分

ま
で
延
長
し
ま
す
。

▼
と
き
　
３
月
10
日
（
水
）

３
月
11
日
（
木
）

３
月
12
日
（
金
）

所
得
税
の

申
告
が
必
要
な
人

市
県
民
税
の

申
告
が
必
要
な
人

申
告
相
談
会
場

休
日
相
談
の
ご
案
内

時
間
延
長
の
ご
案
内

申
告
を
す
る
と
市
県
民

税
の
税
額
が
変
わ
る
人

〒 
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長浜市役所 
東別館 

休日相談会場位置図

表１　申告相談会場一覧表

表２　休日相談一覧表

２月16日(火)～
３月15日(月)

※土曜日・日曜日を
除く（休日相談は
下記表２のとおり）

８時30分～11時30分
・

13時～16時

申告相談会場
市役所東別館
（６階 会議室）
虎姫支所

（２階 会議室Ｂ)
湖北支所

（１階 会議室1-A)
高月支所

（１階 1-A会議室)
公立木之本公民館
（３階 第１研修室）

余呉支所
（１階　第１会議室)
西浅井公民館
（１階 会議室)

浅井支所、びわ支所、姉川コミュニティ防災センターの申告相談会場
および申告受付・相談日時は、４頁の巡回申告相談をご覧ください。

申告受付・相談日時

申告相談会場 申告受付・相談日時

市役所東別館
（６階 会議室）

２月21日(日)、
28日(日)

９時～11時30分
・

13時～16時


